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■テーマ

　成長性と収益性のさらなる向上に加え、CSRの取り組み
を強化することにより、ステークホルダーにとっての価値を極
大化させ、「企業価値の最大化」を実現させていくことです。

1.中期経営計画（2006〜2008年度）の基本方針

　中期経営計画の目標達成のための基本方針として、
ADEKAグループは、「選択と集中」、「新規事業創出による成
長基盤の構築」、「技術力のさらなる強化」、「海外事業の拡
大」、「人材育成・人材強化」、「グループ経営の強化」、「コーポ
レート･ガバナンスの強化」という7つの項目を掲げています。
　なかでも、さらなる成長の基盤を確立するため、海外市場の

拡大と新規事業の創出による事業基盤の拡充を行い、事業競
争力の強化を進めていきます。
　また、計画遂行にあたって基本となるのは、人材と組織の力
であることから、人材の育成・強化、コーポレート･ガバナンスの
強化、グループ経営の強化にも取り組んでいきます。

選択と集中
基幹事業の重点強化と
収益・成長性が
見込める

分野への注力

技術力の
さらなる強化
研究開発・生産技術

海外事業の拡大

収益性 成長性

新規事業創出
による成長基盤の

構築

人材育成・人材強化

コーポレート・ガバナンスの強化
グループ経営の強化

持続的な高収益
企業の実現

企業価値の
最大化

売上高の極大化 利益の極大化

ステークホルダー価値の極大化

■基本方針
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2.ADEKAグループのCSR

　ADEKAグループは、「人と技術の優しい調和（ハーモニー）」
「社会との融和」を合言葉に、CSRを経営戦略の中核に位置
づけ、本業を基本とした社会貢献を目指しています。

■ 基本方針 

「人と技術の優しい調和（ハーモニー）」
　独自の優れた技術により、環境に優しく、お客様のニーズ
に応えた安全で高品質な製品を開発、提供すること、すなわ
ち、メーカーとしての本業に徹することが、CSRの基本であ
り、第一歩だと考えています。

　ADEKAグループのCSR体制は、経営の意思決定機能と
執行機能を分離した迅速かつ効率的なコーポレート･ガバナ
ンスを基盤に、コンプライアンス、リスクマネジメント、環境保
全・品質安全の3つの柱から成り立っています。
　また、社会に対し、より主体的な働きかけをしていくため、
2007年2月にCSR推進専門委員会を立ち上げ、CSR中長
期目標「ADEKAグループCSR5ヵ年計画」を策定し、取り組
んでいます。

3.CSR推進体制

コンプライアンス体制 リスクマネジメント体制 環境保全・品質安全体制

コーポレート･ガバナンス（企業統治）

コンプライアンス推進委員会
業務監査室

グループコンプライアンス協議会
危機管理委員会 環境・安全対策本部

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

ADEKAグループ CSR 5ヵ年計画

普及

検証

企画

実践

継続

CSR活動の現状把握、取り組み方、
従業員への浸透・意識づけ

CSR活動の検証・評価

CSR理念の制定

ADEKAグループ（国内）
一体となったCSR活動の実践

グローバルな活動へ展開
（海外関係会社）

CSR推進体制図

「社会との融和」

　法令などを遵守することはもちろん、適時・適正な情報開
示、ステークホルダーとの友好的で積極的なコミュニケーショ
ンを通じて、社会に対して開かれた、透明性の高い経営を目指
していきます。
　また、当社が事業活動を行う地域での社会貢献活動・環境
保全活動を進めることによって、地域社会・国際社会との調和
と、環境との共存を図ってまいります。
　ADEKAグループは、さまざまなステークホルダーの利益に配慮
した、健全で持続性のある発展を求め、社会、環境、経済の3つ
の側面（トリプル・ボトムライン）でのCSRを追求していきます。
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顧客
消費者

株主
投資家

従業員
役員

地域
国際社会

取引先

同業者

行政

環境
　CSRの基本は、各ステークホルダーの要請に応えることで
す。ADEKAグループはさまざまなステークホルダーの利益の
バランスに十分配慮した経営を行いながら、持続的な成長を
続けることにより、社会から必要とされる企業であり続けたい
と考えています。

■ ステークホルダー別の取り組み方針　

4.ADEKAグループを取り巻くステークホルダー

ステークホルダーの
要請 ADEKAグループの取り組み方針 該当ページ

顧客・消費者 良質な商品・サービスの
提供、製品安全、情報公開

●顧客のニーズに合った、良質で安全な製品を開発・提供します。
●製品に関する正しい情報を提供します。
●製品クレームや、顧客の要望に速やかに対処します。

21〜24

取引先 公正取引、取引機会の
平等、共存共栄

●すべての取引先に平等な取引機会を与え、客観的、公平で、経済的合理性のある
基準により起用する取引先を選定します。

●事業のサプライ･チェーンの中で、共通の目的を持ったパートナーとして、取引先と
の共存共栄を目指します。

25

株主・投資家 株主還元、情報の適時
開示、コーポレート･ガバ
ナンス

●会社のオーナーであり、経営の委託者である株主に正しい事業報告と、適正な利
益還元を行います。

●適時・適正な情報開示を通じて、経営の透明性を高め、投資家の信頼を確保します。 
●内部統制システムの強化により、財務報告の信頼性を高めます。
●会社の経営の質、業務の適正性を高めるためのガバナンスを強化します。

26

従業員・役員 安全な職場環境、適正な
処遇、報酬、自己実現

●従業員の健康・安全に配慮した快適な職場環境を作ります。
●公平で透明な人事システムに基づいて、評価を行い、適正な処遇、報酬を決定します。
●目標管理制度、教育・研修制度により従業員の能力とモラールを高め、自己実現

に結びつけます。

27〜30

同業者 公正競争、共存共栄 ●ルールに従った、同業者との公正な競争を通じて、品質、技術力、価格競争力をお
互いに高め、経済と業界全体の持続的な発展を目指します。 ー

地域・国際社会 納税、社会貢献、福祉、
地域交流、対話
工場操業の安全

●納税、社会貢献、福祉活動を通じて、社会に利益を還元し、地域交流と対話を通
じて、社会に開かれた経営を目指し、透明性を高めます。

●事故のない安全な工場操業に努めます。
31〜32

行政 法令遵守 ●コンプライアンス体制、リスクマネジメントを含めた内部統制システムを強化します。
●ADEKA、ADEKAグループはもとより協力会社や取引先を含めたコンプライア

ンス徹底に努めます。
15〜18

環境 地球環境の保護 ●製造、使用、廃棄のいずれの段階においても、地球環境に優しい製品の開発を行います。
●工場の運営はもちろん、オフィスでも省エネルギー、省資源、廃棄物の削減に努めます。
●調達先とも協力して環境配慮に努めます。

33〜55

「企業価値の最大化」
社会（ステークホルダー）から必要とされる企業グループに

ステークホルダー価値の向上
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6.リスクマネジメント体制

■ 危機管理マニュアル

　万一緊急事態が発生した場合、迅速・的確な対応で被
害を最小限に止めることを目的に危機管理マニュアルを定
めています。

　法務・広報部担当役員を委員長、法務・広報部を事務局
とし、主要なスタッフ部門の部長をメンバーとする危機管理
委員会を組織し、危機管理体制作り、危機管理マニュアルの
立案と、危機管理体制のチェックなどを行います。

■ 危機管理委員会

5.コーポレート・ガバナンス

　ADEKAグループは、コーポレート･ガバナンスの強化を経営
上の最重要課題と認識しています。取締役会の合議制による
意思決定と監査役制度によるコーポレート･ガバナンスが、経
営機能を有効に発揮できる最適なシステムであると判断してお
り、現在の体制が有効に機能していると認識しています。これ
に独自の改良を加えていくことで、経営体制の改革とさらなる
強化に積極的に取り組んでいます。
　具体的には、経営の意思決定の迅速化と事業遂行の役割
（責任と権限）の明確化のため最高責任者制度を導入し、さら
に取締役員数の最適化と任期短縮、執行役員制度への全面
移行などを行い、経営効率の一層の向上を図りました。また、
2005年7月に、経営組織とは独立した立場で、監査計画に基

づいて全部門の業務遂行の適法性と妥当性の観点から内部
監査を行う機能を強化すべく、社長直轄の業務監査室を設置
しています。
　さらに、内部統制システムの機能を強化するため、2007年3
月に、社長直轄の内部統制推進委員会を新設しました。また、
取締役会の監督機能強化と経営の透明性確保の観点から、
2006年6月の定時株主総会から1名の社外取締役が就任し
ています。
　なお、当社では、株主の皆様との対話を重視し、ご意見を
経営に反映すべく、開かれた株主総会運営を目指しており、
2000年より定時株主総会の早期開催に努めています。

株主総会

監査役監査 会計監査

内部監査

連携

選任・解任 選任・解任 選任・解任

取締役会監査役会

コンプライアンス
推進委員会

業務監査室

会計監査人

経営会議代表取締役
取締役

取締役会の承認を要する重要事項
の事前審議、もしくは、取締役会から
執行役員に権限委譲された業務執
行のうち、重要な案件について常勤
取締役と執行役員の審議を行うとと
もに、業務執行に関する情報の共有
化を図る目的。

常勤取締役と審議テーマに関連する
執行役員が出席。（注）2005年7月28日付で、業務監査室（社長直轄組織）を設置しています。

2007年3月22日付で、内部統制推進委員会（社長直轄組織）を新設しています。

企業倫理の確立
コンプライアンス基本方針・大綱の立案
教育・啓もう活動
コンプライアンス推進状況の監査
モニタリング

事
業
部
門

事
業
部
門

事
業
部
門

事
業
部
門

事
業
部
門

内部統制
推進委員会

最高責任者
執行役員

コーポレート・ガバナンス体制図
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＊1 イエローカード:

輸送時の緊急連絡書面で危険有害物質の品名、該当法規、危険有害性、事故発生時の応急措置、緊急通報、緊急連絡先、災害拡大防止処置の方法などを簡潔に
記載したカードです。

緊急事態の内容 主管部署 主な対策項目

① 災害・事故 環境保安・品質保証部 迅速かつ正確な状況把握、被害拡大の防止、関係各庁への通報、被災者の救助、従業員
の安全確認、情報開示、再発防止

② 環境・公害関連 環境保安・品質保証部 関係官庁への通報、被害拡大の防止

③ 物流事故 環境保安・品質保証部 イエローカード＊1に基づく通報、緊急出動班、事故対策班の組織と対応

④ ホストコンピュータ・ダウン 情報システム部 迅速かつ正確な状況（症状と影響範囲）把握、バックアップデータ切替の判断

⑤ 製品関連 環境保安・品質保証部 迅速かつ正確な状況把握、被害者への的確な対応、被害拡大の防止、官庁届出、 
情報開示、製品リコール

⑥ 機密情報漏洩 法務・広報部 迅速かつ正確な状況把握、被害拡大の防止、漏洩ルートの解明・漏洩者の特定、
犯罪性の把握と関係機関への通報、再発防止

⑦ 信用失墜 法務・広報部 迅速かつ正確な状況把握、的確なマスコミ対応と情報一元化で社内外への信用確保

⑧ 訴訟提起 法務・広報部 迅速かつ正確な状況把握、的確なマスコミ対応と情報一元化で社内外への信用確保

⑨ 会社に対する犯罪 法務・広報部 迅速かつ正確な状況把握、的確なマスコミ対応と情報一元化で社内外への信用確保

⑩ 役員・社員に対する重要犯罪 人事部 迅速かつ正確な状況把握、的確なマスコミ対応と情報一元化で社内外への信用確保

⑪ 集団行動時罹災 人事部 事態の迅速かつ正確な把握、生命・身体の安全確保、会社・職制への連絡、
的確な家族・ユーザー・マスコミ対応で社内外への信用確保

⑫ 信用不安 法務・広報部 迅速かつ正確な危険兆候の把握、債権・債務の正確な把握と担保の確認、緊急時債権
回収方法の決定と迅速な行動、第三取引先との取引継続と未払代金の回収確保

⑬ 海外における自然災害・内乱など 人事部 事態の迅速かつ正確な把握、生命・身体の安全確保、的確な家族・ユーザー・マスコミ
対応で社内外への信用確保、被害拡大の防止

■ 緊急対策本部

　以下の13項目について、特に緊急度・重要度の高いケー
スが発生した場合に、当該事項の主管部署の担当役員を本

部長とする緊急対策本部を設置し、危機管理マニュアルに
基づいて、組織的に対応することとしています。

■ 設備の老朽化更新計画

　設備の老朽化が重大事故や災害につながる一要因であ
ると考え、設備の寿命や老朽化を診断し、その結果を踏まえ
て、更新計画を策定し取り組んでいます。
　金額ベースでの進捗率は、1999〜2001年度は9%、
2002〜2005年度は39%であり、現・中期経営計画の
2006〜2008年度では、73%に達する予定です。2007年
度の設備更新への投資は、34億円であり、工場投資額の
56%を占めています。
　前・中期経営計画で更新計画の重点テーマとした「①生
産配管、②プロセスコンピューター、③受変電設備」の更新
を引き続き行っていきます。

（１）プロセスコンピューターの更新
　2007年度は、千葉工場、三重工場の設備更新を計画して
います。

（2）受変電設備の更新
　2007年度は、三重工場の特高受変電所の設備更新を計
画しています。これにより、全工場の受変電設備の主要設備
更新は完了します。次期中期経営計画では、変電所内のトラ
ンス更新を実施します。
　現・中期経営計画の更新計画の重点テーマは、「①生産
設備、②電気ケーブル」です。2007年度は、鹿島工場の「シ
ョートニング製造機」、「マーガリン冷凍機」の更新、千葉工
場の「用役低圧幹線ケーブル」の更新、三重工場の「L工程
動力配線」の更新を実行していきます。
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7. コンプライアンス体制

　より実務に密着した具体的な行動基準とするために、役
員と従業員が実際の業務遂行に当たって遵守しなければな
らない事項をステークホルダーとの関係別に編集し、詳述し
たものとなっています。

■ コンプライアンス行動ガイドライン ■ ケースブック

　ADEKAグループの役員と従業員が、ADEKAグループの経営理念や企業倫理、法令などに基づいて正しく行動するため
の基本事項を定めた行動指針です。以下の8箇条から成り立っています。

■ 倫理綱領・行動指針

『ADEKAグループ行動憲章』

社会からの信頼確保のための友好的かつ
積極的なコミュニケーション・社会貢献活動
社会との対話を重視し、広く社会から信頼される

企業を目指します。ADEKAグループが事業活動

を行う各国の文化、習慣を尊重し、地域の発展

に資するとともに、地域の社会活動、ボランティ

ア活動への参加など、広く社会貢献に努めます。

働きやすい職場環境

適切かつ公正な情報開示
社会に役立つ企業情報を適時、適切に提供しま

す。また、顧客のプライバシーを含む機密情報保護

の重要性を十分認識し、顧客データその他の社内

情報の取り扱いについては、社内規則に則り、適切

かつ厳正に管理します。

安全で働きやすい環境を確保するとともに、人権

の尊重と公平な処遇を行い、従業員のゆとりと豊

かさを実現し、従業員の個性と自主性を尊重した

活力ある企業を築きます。

法令の遵守と社会倫理に則った
公正・透明な企業活動
国内外の法令、社内の諸規則を遵守し、社会倫

理に則った、公正・透明な企業活動を行います。

環境の保全
環境保全に配慮し、環境負荷が少なく、リサイクル

しやすい製品の開発・提供に努め、省資源、省エネ

ルギー、廃棄物の削減に積極的に取り組みます。

46

反社会的勢力の排除
市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な

企業活動に圧力を加える反社会的勢力および

団体との関係を一切排除し、不当な要求を断

固拒絶します。

安全で高品質な商品・サービスの提供
健康で豊かな社会の実現に役立つ商品・サービ

スを開発・提供します。また、顧客の満足と安

心を第一に考え、安全で高品質な商品・サービ

スを提供します。

健全で持続的な発展と社会への還元
社会との調和と共存共栄を目指し、公正で透明な

経営とグローバルで革新的な事業活動を通じて、

健全で活力ある発展と収益性の向上を図り、社会

への還元を目指します。

5

行動憲章、行動ガイドライン、ケースブック

2005年2月に実施した全社コンプライアンス意識調査の結果を踏まえ
て、2006年5月、上記コンプライアンスツールの改訂を行いました。
改訂版のADEKAグループ行動憲章（解説用小冊子）では、児童労働、
強制労働などの人権侵害を行わないことを明記しました。

1

8 2

37

　左記『コンプライアンス行動
ガイドライン』の編成に準拠し、
具体的な法令違反、不祥事の
事例を紹介したもので、職場
内でケース・スタディを行うた
めの事例集です。
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経
営
理
念
と
Ｃ
Ｓ
Ｒ■ コンプライアンス推進体制

　ADEKAでは、コンプライアンス推進委員会を中心とする
全社的な推進体制を敷いて、コンプライアンスの強化に取

り組んでいます。また、3つのルートの内部通報制度を導入
し、コンプライアンス違反行為の発見に努めています。

＊ADEKAグループ全体のコンプライアンス徹底のため、グループコンプライアンス協議会を定期的に開催し、コンプライアンスに関する連絡と情報交換を行っています。

コンプライアンス推進委員会（本部格）
委員長（法務・広報部担当役員）

メンバー（役員・社外弁護士・事務局）

専門委員会
テーマ毎に設置（例.情報管理部会）　部長クラスで構成

全部門の業務遂行の適法性・
効率性について内部監査

社外委員 兼 内部通報
（社外ルート）受付窓口業務監査室

社外弁護士

連携

各部門・事業所単位

　内部通報者A 　内部通報者B

コンプライアンス推進責任者
（原則部門長）

コンプライアンス推進担当者
（責任者の選任した者）

コンプライアンス推進責任者
（原則部門長）

コンプライアンス推進担当者
（責任者の選任した者）

コンプライアンス推進責任者
（原則部門長）

コンプライアンス推進担当者
（責任者の選任した者）

コンプライアンス推進責任者
（原則部門長）

コンプライアンス推進担当者
（責任者の選任した者）

内部通報者C　

コンプライアンス基本方針の策定・運営とモニタリング

部
門・事
業
所
に
お
け
る
推
進
体
制

全
社
的
な
推
進
体
制

■ コンプライアンス教育・研修の実施

■ 法令・テーマ別研修
（1）内部者取引規制説明会
　2006年10月、ADEKAグループ各社の役員および部長クラス
を対象に、内部者取引規制説明会を開催しました。 

（2）独占禁止法説明会
　2006年10月、ADEKAグループ各社の役員および営業部長
を対象に弁護士による独占禁止法説明会を開催しました。

（3）その他
　輸出貿易管理令、化審法など、個別の法令・テーマに関する
研修を、各職群スタッフ部門の自主企画で実施しました。

■ 階層別研修
（1）役員研修
　2006年7月、ADEKAグループの役員およびコンプライア
ンス推進責任者を対象に、コンプライアンス推進委員会社外
委員の弁護士による講演会「コンプライアンス経営について」
を開催しました。

（2）新入社員研修、新任課長補佐格研修、新任管理
職研修

　2006年4月は、新入社員を対象に、5月には、新任の課長
補佐格および新任管理職を対象に、それぞれ、コンプライア
ンス研修を行いました。


